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はじめに 
 

下水道は、市民の安全で快適な生活や社会経済活動を支え、生活環
境の改善や浸水の解消、さらには河川等の公共水域の水質の保全な
どにおいて、欠かすことのできない重要な都市施設です。また、越谷
市の将来像である「水と緑と太陽に恵まれた人と地域が支える安全・
安心・快適都市」の実現に向け、大きな役割を担っています。 

越谷市の下水道事業は、昭和５８年４月の供用開始以来、積極的に
事業が進められ、平成１２年度には、既成市街地の整備を概ね完了し、
令和５年度末現在の下水道普及率は８４.３４パーセントに達してい
ます。 

しかしながら下水道事業を取り巻く環境は、老朽化した管渠等の
更新費用や施設の維持管理費の増加が見込まれること、さらには、人
口減少などに伴う処理水量の減少により減収が見込まれるなど、一
段と厳しさを増し、越谷市でも同様な課題を抱えています。 

当審議会は、こうした公共下水道事業の現状を踏まえ、諮問事項に
ついて、財政状況やそれを取り巻く諸問題を広く検討し、慎重に審議
を重ねてきましたが、早急に対応が必要な「公共下水道全体計画の変
更」について、次のように先行して中間答申をします。 

なお、今後も審議を継続し、令和７年度に最終答申を行う予定です。 
  



１．公共下水道全体計画の変更について 
 

越谷市の汚水における公共下水道の整備区域について、全体計画
では、４,４４０.６ｈａを位置づけているが、市街地区域を中心とし
た２,８２９.８ｈａについて事業認可を受けており、土地区画整理地
内を残し概ね整備が完了している。また、雨水における公共下水道の
整備区域について、全体計画では、４,９３３.３ｈａを位置づけてい
るが、２,７２８.０ｈａの事業認可を受けており、整備を進めている。 

このような状況を踏まえ、平成２７年度の審議においては、越谷市
の公共下水道未整備区域の将来的な人口の推移、整備を行った場合
の住民への負担、経営への影響、環境への負荷といった観点から検討
を行った結果、公共下水道による整備は、現在の下水道事業認可区域
までとするよう答申している。 

越谷市では、この答申を尊重し、全体計画の変更をこれまで検討し
てきたが、上位計画である埼玉県の「中川流域別下水道整備総合計画」
が令和５年度に変更されたことに伴い、整合を図る観点から全体計
画の変更を行うこととなった。 

越谷市の全体計画の変更案では、汚水は、４,４４０.６ｈａを事業
認可区域に区域外流入の解消分を加えた２,９０３.９ｈａに改め、雨
水は、面積の整合を図るため、４,９３３.３ｈａを４,８７３.７ｈａ
に改めることとしている。また、事業認可についても、汚水は      
２,９０３.９ｈａ、雨水は２,６９５.２ｈａにそれぞれ改めることと
している。 

今回の全体計画の変更については、越谷市の公共下水道事業を持
続可能で適正な規模とするため重要であると考えられ、越谷市の下
水道事業がおかれている状況を踏まえ審議した結果、適正であると
いう結論に至った。 
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全体計画区域・事業認可区域の変更 
 

１．下水道計画図（汚水） 
・平成２７年度の越谷市下水道運営審議会の答申を踏まえ、全体計画区域を事業計画 

区域まで縮小する。 
・事業認可区域外であった公共施設等の区域外流入について、事業認可区域に含む。 

 

２．下水道計画図（雨水） 
・整備方針の考え方は現在と変わらず、全体計画区域において整備する可能性がある 

ため汚水と同様の縮小は行わない。 
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